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【様式1】環境関連物質 使用/不使用宣言書 

  当社の web サイト（下記 URL）でご確認いただけます｡ 

  URL : http://www.toshiba-sol.co.jp/company/procure/procure-green.htm 

 

 

  

http://www.toshiba-sol.co.jp/company/procure/procure-green.htm


【問い合わせ】 

 

東芝デジタルソリューションズ株式会社 

グループ調達統括部 

E-mail: Green.Procurement@toshiba-sol.co.jp 

 

※グループ調達統括部は当社の環境担当部門の人事総務部と連携してグリーン調達を推進しています｡ 

 

本ガイドラインは弊社ホームページに掲載しています｡ 

http://www.toshiba-sol.co.jp/company/procure/procure-green.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toshiba-sol.co.jp/company/procure/procure-green.htm


改訂記録 

改訂番号 主な改訂内容 改訂日 

初版 発行 2004年7月1日 

1.11 1. JGPSSI 調査を Ver2 から Ver3に変更 

2. 取引先環境活動調査の内容見直し 

 ・化学物質管理体制の確認 

 ・環境関係法令及びグリーン調達対応状況確認 

3. 特定化学物質の使用制限に関する合意書の締結追加 

2007年2月20日 

2 JIG-101A を基に JGPSSI 調査の閾値見直し(アゾ染料など) 

2. 調達禁止物質(群)追加 

 禁止35  パーフルオロオクタンスルフォナート(PFOS) 

3. JGPSSI 調査に関連する見直し 

 ・定期再調査(3年以内に実施)を盛込み 

 ・調査対応可否､回答予定日を先行回答 

4. 取引先環境活動調査の内容見直し 

 ・化学物質管理体制の運用状況確認 

2010年3月12日 

2.1 1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の改正におい

て第1種監視化学物質が監視化学物質に名称変更(2010年4月施行)され

たことにより､下記項目の文言見直し 

   ・6頁 表1 調達禁止物質(群) 

  ・付属-5(3/3) 別紙 

2.東芝デジタルソリューションズグループ環境基本方針の更新(2010年6月)に

よる差替え､および｢東芝グループ地球環境マーク｣から｢eco スタイル｣への更新

(2010年6月)による差替え 

3.吸収合併によりグループ会社名から東芝ソシオシステムサポート株式会社を

削除 

2010年7月8日 

3 下記項目変更により全体見直し 

1. 取引先環境活動調査の変更 

 ・EMS(環境保全活動)調査表の項目変更 

 ・CMS(製品含有化学物質管理)の JAMP チェックシートを独立採用し CMS

調査表を新規追加 

2.化学物質調査方式の変更 

 ・JGPSSI Ver3(JIG24物質)調査の削除 

 ・特定有害物質(RoHS6物質)調査の削除､及び様式4(特定有害物質含 

  有調査書)削除 

 ・環境関連物質 使用/不使用宣言書の追加 

 ・JAMP-AIS 調査の追加 

3.調達禁止物質(群)､調達管理物質(群)の変更 

 ・別表1 調達禁止物質(群)を35物質(群)⇒48物質(群) 

 ・別表2 調達管理物質(群)を20物質(群)⇒12物質(群)､内1物質(群) 

  が欧州 REACH 規則の SVHC 

2011年11月25日 

4 1.禁止15物質(群)の名称を特定化学物資のみとし､レベル A の名称を削除 

2.Ⅲ.1.東芝デジタルソリューションズグループのグループ会社の見直し 

3.別表1 禁止物質(群)に禁止物質追加､禁止時期追加 

2015年3月27日 



 A49:エンドスルファン又はベンゾエピン､A50:ヘキサプロモシクロドデカン､ 

 A51:PAH､A51~A55:フタル酸エステル類 

4.別表2 調達管理物質(群)に B13:赤リン追加 

5.3項に伴い､｢【様式1】EMS 調査票｣の内容を改訂｡また､｢(1)環境関係法

令及びグリーン調達の対応状況｣の設問を追加 

6.RoHS 指令の改正に伴い､｢【様式3】環境関連物質 使用/不使用宣言

書の例｣を差し替え 

5 付属資料 別表1 ランク A:禁止物質(群)の注釈(注1),(注2)の見直しと注

釈(注5)の追加､別表2 ランク B:管理物質(群)の注釈(注5)を注釈(注6)に

変更 

2017年3月1日 

6 1.東芝デジタルソリューションズ株式会社発足に伴い社名表記等を変更 

2.｢Ⅱ.環境基本方針｣､｢【様式1】EMS 調査表｣､｢【様式2】CMS 調査表｣､

｢【様式3】環境関連物質 使用/不使用宣言書｣の記載を社外サイト URL 

 記載に変更 

2017年7月1日 

7 1.東芝デジタルソリューショングループ会社の記載を見直し 

2.｢用語の定義｣｢JAMP-AIS 調査｣の記載を削除  

4.｢特定化学物質の使用制限に関する合意書の締結(禁止15物質)｣の記

載内容を簡略化  

3.【様式4】特定化学物質の使用制限に関する合意書の例を削除 

2019年7月1日 

8 東芝デジタルソリューションズグループ各社名の記載から東芝ピーエム株式会社

を削除 

2019年11月1日 

9 ・東芝規程 化学物質管理実施規程改定及び米国 TSCA PBT 規則(5物

質)対応に伴う東芝グリーン調達ガイドライン改定に準じ改定。 

・全体構成と記載内容を東芝グリーン調達ガイドラインに整合。 

・東芝グループ環境関連物質リスト(別表1、2)の変更 

  削除：A16～32、34～36、42～46、A49、B13(欠番化) 

  追記：A9「意図的添加の禁止」「米国 TSCA PBT 規則」 

  追加：A56、B14 

・記載削除 

  「CMS 調査」項目全文 

  「特定化学物質の使用制限に関する合意書の締結(禁止15物 

  質)」項目関連記載全文と様式2(欠番化) 

・「様式3 環境関連物質使用／不使用宣言書」改定(Rev5.1→6.0) 

2021年4月1日 

10 ・（株）東芝のグリーン調達ガイドラインの改訂（7.1版）に合わせて 

 全文を見直し。（株）東芝版の内容に準じた内容に変更。 

2022年9月1日 

11 ・（株）東芝のグリーン調達ガイドラインの改訂（8.0版）に合わせて下記を

実施。 

 

   「5.1 東芝グループ調達基準に則した環境経営の推進/（３）環境負 

   荷低減活動の推進」の「①-1-1、①-1-2、②-2-1、②-2-2」を東芝版 

   の記載に変更。 

 

   「5.1 東芝グループ調達基準に則した環境経営の推進/（３）環境負 

   荷低減活動の推進」の「①-5」文中の“GHG”を“温室効果ガス”に変    

2023年7月1日 



   更。 

 

・「【問い合わせ】」の電話番号を削除。 


